
機密性2

下級裁判所事務処理規則第19条の規定に基づき、下記のとおり応急の措置を講

ずる。

令和8年3月31日

さいたま家庭裁判所長

記

さいたま家庭裁判所の令和8年度における裁判官の配置及び裁判事務の分配等に
関する規程（令和7年さいたま家庭裁判所規程第4号）の一部を次のように改正す
る‘

別紙第3を別紙のように改める。

附 則

この応急の措置は令和8年4月1日から施行する〔



（別紙第3）
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本 間 敏 広a 家事法別表第1の財産管理、子

の氏の変更許可、相続放棄の申述

受理、遺言書の検認事件
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する除斥及び忌避申立事件を含む。
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(ウ）その他の事件

ア 担当裁判官に対する事件の分配は、上記の比率に従い受理の順序による。

調停不成立により審判に移行した事件及び審判を調停に付した事件は、従前

の事件を担当した裁判官の担当とする。

複数の担当裁判官が定められ、分配率の定めがない事件の分配は、担当裁判

官の協議により定める。

イ 差戻事件は、アに従い原裁判をした裁判官以外の裁判官に分配する。

ウ 執務時間外における観護措置については、別紙第1の3の工による。

エ 担当裁判官に対する事件の分配順序は上記を原則とするほか、裁判官の協議

により変更することができる。

裁判事務の代理順序

担当裁判官に差し支えのあるときは、その裁判事務は、川越支部の他の裁判官

3



が川越支部においてあらかじめ定める|||頁序により代理し、その代理によることが

できないとき又は困難であるときは、所長の定めるところにより、さいたま家庭

裁判所（本庁）の裁判官（所長を除く。）が代理する。

係属中の少年事件について、執務時間外に観護措置の必要が生じた場合であっ

て、担当する裁判官に差し支えのあるときは、前文の規定にかかわらず、毎月あ

らかじめ所長が定める当番表により、所長を除く全裁判官及びさいたま地方裁判

所裁判官であってさいたま家庭裁判所裁判官を兼務する者がこれを代理する。



4 開廷日割

金木水火月

家事調停家事審判家事調停男澤

家事審判家事調停家事審判家事調停本間

家事調停人事訴訟家事調停家事審判茂木

少年審判少年審判少年審判片岡

家事審判 人事訴訟家事調停高橋

少年審判少年審判少年審判少年審判酒井

少年審判少年審判少年審判少年審判少年審判関和


